
３０ 周知の埋蔵文化財包蔵地における届出・通知制度

目的

全県域に所在する周知の埋蔵文化財包蔵地を保護し、その活用を図るため、同包蔵地
内の土地の掘削又は盛土をする場合には、文化財保護法の規定に基づき県教育委員会宛
て届出・通知を義務付けている。

制度概要

１ 開発行為の届出

民間の団体・法人又は個人が、土木工事等のため、周知の埋蔵文化財包蔵地内を開発
しようとする場合には、文化財保護法第９３条の規定に基づき、工事に着手しようとす
る６０日前までに、県教育委員会宛て届け出なければならない。県教育委員会は、届出
者に対し、必要な事項を指示することができる。

２ 土木工事等の通知

国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の設立に係る法人で政令で定め
るものが周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合には、文化財保護法第９４
条の規定に基づき、事業計画の策定に当たってあらかじめ県教育委員会にその旨を通知
しなければならない。県教育委員会は、国の機関等に対し協議を求め、又は勧告をする
ことができる。

●事業主体

工事主体者

●根拠法令等

文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第９３条、第９４条、第１８４条

●創設年度

昭和２５年５月３０日

●制度の留意点

農業基盤整備事業に係る農家負担分、個人住宅の建設に係る発掘調査費について、国
庫補助事業の対象となる。（国庫補助1/2）

●担当課
文化財・博物館課
史跡・ 埋蔵文化財担当
（電話０４８－８３０－６９８８）

■埋蔵文化財の保護と開発に係るフロー

緊急情報

開発行為中止

現状調査

開発事業者との
協議

遺跡台帳との照合

所在確認調査等

・内容の検討
・保存策の立案

保存措置の指導
（発掘調査・現状保存等）

開発ＯＫ

開発ＯＫ

情報源
開発事業者
国・県開発担当部局
文化財関係委員
市町村教育委員会
市町村農業委員会 等

遺跡台帳の整備

工事の届出・通知

有・不詳

有 無

県教育委員会
市町村教育委員会
開発事業者

・開発事業者からの事前相談
・開発計画の情報収集

無
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